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愛知県大規模小売店舗立地法運用要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

の運用について、法、大規模小売店舗立地法施行令（平成１０年政令第３２７号。以下

「施行令」という。）及び大規模小売店舗立地法施行規則（平成１１年通商産業省令第

６２号。以下「施行規則」という。）に定めるもののほか、必要な手続きに関して定め

るものとする。 

 

（法運用に関係する行政機関） 

第２ 法第１条の目的を達成するため、法第４条の規定により経済産業大臣が定めた大規

模小売店舗を設置する者（以下「設置者」という。）が配慮すべき事項に関する指針（以

下「指針」という。）に定められた事項を審査するためには、法第１２条の規定により

関係行政機関の協力を求めることが必要であり、知事部局及び警察本部の関係課で構成

する大規模小売店舗立地法庁内連絡会議（以下「庁内連絡会議」という。）を設置する。 

２ 前項の庁内連絡会議は、届出など法手続状況の連絡及び構成課が各々分掌する行政事

務の観点からの連絡調整を行うために開催するものとする。 

 

（届出の準備） 

第３ 法第５条第１項、第６条第２項又は附則第５条第１項（同条第３項において準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ周辺地

域の生活環境への影響について十分な調査及び予測を行い、関係市町村及び関係行政機

関に計画の概要を説明し、助言を受けるなど、計画内容を検討し、入居する小売業者な

ど全ての届出事項を定め、法第４条の規定に基づく指針の示すところにより自主的に適

切な対応を行うとともに、周辺地域の生活環境へのあらゆる影響を極力少なくするよう

自ら配慮しなければならない。 

 

（届出書の提出部数） 

第４ 法第５条第１項、第６条第２項、第８条第７項、第９条第４項及び附則第５条第１

項に基づく届出書（添付書類を含む。以下同じ。）の提出部数は、６部（正本１部、副

本５部）とする。 

２ 法第６条第１項及び第５項並びに第１１条第３項に基づく届出書の提出部数は、３部

（正本１部、副本２部）とする。 

 

（広域案件） 

第５ 当該届出に係る大規模小売店舗の出店により、大規模小売店舗の所在地（以下「出

店地」という。）の属する市町村（以下「市町村」という。）の近隣市町村において地

域の生活環境への影響が想定される場合は、広域案件とする。 

２ 広域案件の判断は、原則として次に掲げる基準によるものとし、この基準により難い

場合は県と近隣市町村との協議により判断するものとする。 

(1) 店舗面積が３千平方メートル未満の大規模小売店舗の案件で、出店地の敷地境界 
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から半径１キロメートルの範囲が、近隣市町村の行政区域に含まれるものを広域案

件とする。 

(2)  店舗面積が３千平方メートル以上の大規模小売店舗の案件で、出店地の敷地境界

から半径２キロメートルの範囲が、近隣市町村の行政区域に含まれるものを広域案

件とする。 

 

（概要書及び図面集の提出） 

第６ 県は法第５条第１項、第６条第２項、第８条第７項、第９条第４項又は附則第５条

第１項の規定による届出をしようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した概要書（出

店計画概要書又は変更計画概要書）及び図面集を作成するよう求めるものとする。 

(1) 法第５条第１項、第６条第２項又は附則第５条第１項の規定による届出事項 

(2) 法第４条の規定に基づく指針を踏まえて配慮する事項及びその内容 

(3) 前２号以外の事項で、設置者が自主的に周辺地域の生活環境の保持のため配慮する

事項があればその内容 

(4) 設置者が各種措置を講ずる際の前提となる予測調査を行った場合、その結果及び算

出根拠 

(5)  その他計画概要を説明する事項 

(6) 計画概要を記す図面 

２ 県は、届出の際、設置者に概要書及び図面集を必要部数提出させるものとする。 

３ 県は、設置者に対し、届出後一週間以内に概要書を市町村（広域案件の場合は近隣市

町村を含む。）が必要とする部数を提出し、必要に応じ、その内容を市町村に説明する

よう求めるものとする。 

４ 概要書及び図面集は、開示を行うものとする。 

 

（公告及び縦覧） 

第７ 法第５条第３項（法第６条第３項、第８条第８項及び第９条第５項において準用す

る場合を含む。）、第６条第６項、第８条第３項及び第６項並びに第９条第３項の規定

による公告は、愛知県公報に掲載するものとする。 

２ 法第５条第３項（法第６条第３項、第８条第８項及び第９条第５項において準用する

場合を含む。）、第８条第３項及び第６項の規定による縦覧は、経済産業局中小企業部

商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１番２号）で行うものとする。 

３ 法第５条第１項、第６条第１項及び第２項並びに附則第５条第１項の届出に対する取

り下げの届出があったときは、公告するものとし、愛知県公報に掲載するものとする。 

 

（届出書の送付、周辺地域の住民への周知） 

第８ 県は法第５条第１項、第６条第２項、第８条第７項、第９条第４項及び附則第５条

第１項の規定による届出を受理したときは、市町村に届出書（副本）２部を、出店地を

管轄する東三河総局企画調整部産業労働課、新城設楽振興事務所山村振興課及び県民事

務所産業労働課（以下「県民事務所等」という。）に届出書（副本）１部を速やかに送

付するものとする。 

２ 前項の届出書（副本）の送付を受けた市町村及び県民事務所等は、周辺地域の住民が

計画概要を把握するために届出書の閲覧などの利便を図るように努めるものとし、また
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市町村は法第５条第１項、第６条第２項及び附則第５条第１項の届出書の概要並びに届

出書類及び添付書類の縦覧場所を広報紙等に掲載するなど地域に計画概要を周知するよ

うに努めるものとする。 

３ 県は法第６条第１項及び第５項並びに第１１条第３項の規定による届出を受理したと

きは、市町村及び県民事務所等にそれぞれ届出書（副本）１部を送付するものとする。 

 

（軽微な変更） 

第９ 法第６条第４項ただし書きの規定による軽微な変更については、次に定める方法に

より取り扱うものとする。 

(1) 法第６条第２項又は附則第５条第１項の届出をするものは、当該届出の際、軽微

な変更に該当する理由を書面により提出するものとする。 

(2)  県は市町村と協議し認定するものとする。 

 

（説明会の開催） 

第 10 法第７条の規定による説明会の開催回数は、原則として１回とし、法第５条第１項

の規定による届出のうち店舗面積が３千平方メートル以上の店舗、法第６条第２項及び

附則第５条第１項の規定による届出のうち３千平方メートル以上増加させる店舗につい

ては２回とする。ただしこの開催回数では周辺地域の住民への説明が不十分であると見

込まれる場合は、県と市町村が協議して３回を上限として別途定めるものとする。 

２ 市町村は、設置者から説明会の周知方法、開催日時、開催場所などについてその内容

を聴取するものとする。 

３ 説明会の開催の公告は、原則として次に掲げる範囲の地域を対象として、その地域の

主要な日刊新聞紙への掲載、主要な日刊新聞紙へのチラシの折り込み広告又は地域の回

覧等の方法で行うものとし、県及び市町村はその内容について報告を求めるものとする。 

(1) 店舗面積が３千平方メートル未満の大規模小売店舗は、出店地の敷地境界から半

径１キロメートルの範囲 

(2) 店舗面積が３千平方メートル以上の大規模小売店舗は、出店地の敷地境界から半

径２キロメートルの範囲 

４ 県は設置者に対し、説明会において概要書又はその主要な部分の要約資料を配布して

説明するよう求めるものとする。 

５ 県は設置者に対し、説明会において次に掲げる事項を周知するよう求めるものとする。 

(1) 届出書の縦覧期間及び縦覧場所 

(2) 住民等の意見書の参考様式及び提出先 

６ 県は設置者に対し、すべての説明会終了後すみやかにその実施状況報告書を作成し、

県及び市町村（広域案件の場合は近隣市町村を含む。）に２週間以内に提出するよう求

めるものとする。 

７ 施行規則第１１条第２項による説明会を敷地内の掲示に替えることについて、設置者

は届出の際、書面によりその理由を県に提出するものとし、県は市町村と協議して認定

するものとする。 

８ 法第７条第４項及び施行規則第１３条に規定する公告した説明会を設置者が開催でき

ない事由として県が認めるものについては、市町村と協議して認定するものとする。 

９ 前項の規定により説明会を開催することを要しない場合には、設置者は第３項の方法

により届出等の内容を周知するよう努めるものとする。 
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10 第７項の規定により説明会を開催することを要しない場合、県は設置者に対し、敷地

内の掲示終了後速やかにその実施状況報告書を作成し、県及び市町村（広域案件の場合

は近隣市町村を含む。）に２週間以内に提出するよう求めるものとする。 

11 第６項の説明会実施状況報告書及び第 10項の敷地内掲示実施状況報告書は開示を行う

ものとする。 

 

（大規模小売店舗立地法出店地連絡会議） 

第 11 県は、原則として次に掲げる届出の場合は、指針に基づき配慮する事項の妥当性及

び出店者が予測する数値の実効性など、審査のために参考となる事項を確認し協議する

ため、法第７条の規定による説明会の終了後に出店地の市町村内において、大規模小売

店舗立地法出店地連絡会議（以下「出店地連絡会議」という。）を開催するものとする。 

(1) 店舗面積が３千平方メートル以上の大規模小売店舗の法第５条第１項の規定によ

る届出 

(2) 店舗面積が３千平方メートル以上増加する大規模小売店舗の法第６条第２項の規

定による届出 

(3) 店舗面積が３千平方メートル以上増加する大規模小売店舗の法附則第 5 条第 1 項

の規定による届出 

２ 県は、設置者及び入居する小売業者等に対し、必要に応じて出店地連絡会議において

出店計画概要及び説明会の開催状況等について説明するよう求めるものとする。 

 

（市町村の意見） 

第 12 法第８条第１項及び第９条第１項の規定による市町村の意見の聴取は、書面で行う

ものとし、市町村は、地域の関係行政機関、住民などの幅広い意見を踏まえて市町村の

意見として書面に取りまとめ、県に提出するものとする。 

 

（住民等の意見） 

第 13 法第８条第２項の規定による市町村に居住する者等意見を有する者の意見書は、次

に掲げる事項を記載するものとし、県へ書面にて提出するものとする。 

(1) 意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

(2) 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称 

(3) 意見の内容 

 

（大規模小売店舗立地審議会での審査） 

第 14 県は、法第８条第４項の規定による意見及び第９条第１項の規定による勧告につい

て、その審査のため、大規模小売店舗立地審議会（以下「審議会」という。）に諮問し、

その答申を踏まえて意見を述べる又は勧告を行うものとする。 

２ 審議会は、その透明性の確保を図るため、全委員の氏名及び議事概要を公表するとと

もに、原則として会議録を開示するものとする。 

 

（県の意見及び勧告） 

第 15 県は、法第８条第４項の規定により意見を述べたとき又は意見を有しない旨を通知

したとき及び第９条第１項の規定により勧告したときは、その周知のため、市町村に、
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その通知書の写しを送付するものとする。 

 

（県の意見及び勧告に対応する変更の届出） 

第 16 県は、法第８条第４項の規定による意見を受けた設置者に対し、その内容を十分に

理解して原則として２か月以内に変更届出又は変更しない旨の通知を行うよう求めるも

のとする。 

２ 県は、法第９条第１項の規定による勧告を受けた設置者に対し、その内容を十分に理

解して原則として２か月以内に変更届出を行うよう求めるものとする。 

 

（公表の方法） 

第 17 法第９条第７項の規定による公表は、原則として愛知県公報に掲載するものとし、

必要に応じ、県の他の広報媒体においても行うものとする。 

２ 県は、前項の公表を行ったときは、その周知のため市町村にその旨書面で通知するも

のとする。 

 

 

附  則 

１ この要綱は、平成１２年６月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成１４年９月１１日から施行する。ただし、会議の公開に係る事項

については、同年１０月１日から施行する。 

３ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、第６第４項、第１０第１１

項の規定は、平成１６年４月１日前に提出があったものについては適用しない。 

４ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

５ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

６ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

７ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

８ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


